
- 1 - 

請   書 

１ 契 約 金 額 

（うち、取引にかかる消費税及び地方消費税の額             円）

２ 供  給  物 

品  名 規      格 数 量 単位 

３ 納 品 期 限    令和  年  月  日 

４ 納 品 場 所 

５ 内 容    別紙仕様書のとおり 

６ 契 約 保 証 金    浜松市契約規則第２７条第１項第３号により免除 

７ そ の 他    契約金額の支払については、請求があった日から３０日以内 

に支払うこととする。 

 上記の金額をもって供給契約をします。関係法令のほか、浜松市契約規則を遵守し、債

務を履行するとともに、特に別記事項を確約し、信義に従って、誠実に債務を履行するこ

とを証するため、この請書を提出します。 

令和  年  月  日 

（あて先） 浜松市 浜松市長 ○ ○ ○ ○ 

供給人 住所又は所在地 

商 号又は名称 

代 表 者                                     

収    入 

印    紙 

(物品の売買 

契約は不要)

 百 拾 万 千   百   拾 円
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記 

１ 供給物は、指定された仕様書・設計書・図面その他いっさいの指示に従って完納する

こと。 

２ 供給物を納品場所に搬入したときは、浜松市（以下、「市」という。）に対し、納品書

を直ちに提出すること。 

３ 納品時は、市の立会いのもとに供給物の検査を行い、その結果、契約に定めた事項に

適合しないと認定されたときは、指定の期日及び方法により自費をもって供給物の補修

または追加を行い、合格と判定されるまで、以後も同様とすること。 

４ 供給物の引渡し後に、供給物について契約内容に適合しない状態にあること（以下「契

約不適合」という。）を発見した旨の通知を市より受けたときは、次のいずれかに該当

するときを除き、指定の期日及び方法により自費をもって供給物の補修または追加を行

うこと。 

(1) 契約不適合が供給人の責めに帰すべき事由でないとき。 

 (2) 契約不適合が数量以外の事項の場合において、契約不適合を発見した日から１年

以内に契約不適合の通知を受けなかったとき。 

５ 供給物の受渡し前に生じた損害は、すべて供給人の負担とすること。 

６ 期限内に供給物の納品を完了しないときは、契約金額から物件の購入その他の契約に

係る既納部分に相応する契約金額を控除した金額につき、遅延日数に応じ年当該契約締

結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）第 8

条第 1 項に規定する財務大臣が決定する率（以下「財務大臣が決定する率」という。）

を乗じて計算した金額を遅延損害金として市に対し、支払うものとすること。 

７ この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させないこと。（あ

らかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。） 

８ 市は、必要があるときは、供給物の数量、規格もしくは納品期限を変更し又は契約履

行を中止することができる。 

９ 次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、契約金額（契約金額に変更があった場

合には、変更後の金額）の１０分の２に相当する額を違約金として、市が指定した期日

までに支払うこと。 

（ア）この契約に関し、供給人（オを適用する場合にあっては、「供給人」を「供給人に

対しての供給物の納入者」に読み替える。以下エまでにおいて同じ。）が私的独占の禁

止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」と

いう。）第３条の規定に違反し、又は供給人が構成事業者である事業者団体が独占禁止
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法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁

止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定

に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定

したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第６３条第２項の規定により取り消され

た場合を含む。）。 

（イ）納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令

（これらの命令が供給人又は供給人が構成事業者である事業者団体（以下「供給人等」

という。）に対して行われたときは、供給人等に対する命令で確定したものをいい、供

給人等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合に

おける当該命令をいう。各号において「納付命令又は排除措置命令」という。）におい

て、この契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行

としての事業活動があったとされたとき。 

（ウ）納付命令又は排除措置命令により、供給人等に独占禁止法第３条又は第８条第１号

の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取

引分野が示された場合において、この契約が、当該期間（これらの命令に係る事件につ

いて、公正取引委員会が供給人に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該

納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に

入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当する

ものであるとき。 

（エ）この契約に関し、供給人（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法

（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは情報処理の高度化等に対処するため

の刑法等の一部を改正する法律（平成２３年法律第７４号）による改正前の刑法第９６

条の３（情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律附則第８条

の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。）又は独

占禁止法第８９条第１号若しくは第９５条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

（オ）読み替え後のアからエのいずれかに該当し、かつ、当該該当事項により供給人がこ

の契約において不当な利益を得たと市が認めるとき。 

１０ ９の違約金を市の指定する期間内に支払わないときは、当該期間を経過した日から

支払いをする日までの日数に応じ、当該契約締結の日における政府契約の支払遅延防止

等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）第 8 条第 1 項に規定する財務大臣が決定す

る率を乗じて計算した額の遅延利息を市に支払うこと。 

１１ ９の規定は、市に生じた実際の損害額が９の規定による違約金の額を超える場合に

おいては、当該超過する金額の賠償を供給人に請求することを妨げるものではないこと。 

１２ ９の規定に該当したことによりこの契約を解除された場合において、浜松市契約規

則第４８条の規定により違約金を支払うときにおいても、市が９の違約金の支払を供給

人に請求することを妨げるものではないこと。 

１３ この契約に関して、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなっ
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た日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）もしくは、暴力団（暴力

団による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。）に

関与していないこと。 

１４ この契約を遂行するに当たり、暴力団員等により不当な行為を受けたときは、その

旨を報告するとともに、管轄警察署への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力

を行うこと。 

１５ 供給人は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響（物品等を製造する工場等の休止

又は製造規模縮小による遅延、流通停滞、供給人の事業所等の一時閉鎖、供給人の従業

員等の感染、供給人の判断による感染拡大防止のための営業中止又は勤務形態の変更

等）により、次のいずれかに該当するときは、速やかに市へ申し出なければならない。 

(1) 納品期限内までに供給物を引き渡せないとき又はそのおそれがあるとき。 

(2) 前号に定めるときのほか、この契約の履行に支障が出るとき又はそのおそれがあ

るとき。 

2 供給人から前項の申出があった場合において、市が当該申出を新型コロナウイルス

の感染拡大の影響によるものと認めるときは、次のとおり取扱うものとする。 

(1) ６の規定による遅延損害金の請求をしないものとする。 

(2) 浜松市契約規則第４７条第１項第１号の規定によりこの契約が解除されたときで

あっても、供給人は、同第４８条に規定する違約金の支払いを免れるものとする。

１６ この契約の定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項

については、その都度、指示を受けて対処すること。 


